
　

再
犯
防
止
が
政
府
の
重
要
課
題
の

一
つ
と
な
り
、
様
々
な
取
組
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
組
の

基
本
を
な
す
こ
と
は
、
住
居
と
就
労

と
い
う
生
活
基
盤
の
問
題
で
す
。

　

再
犯
に
陥
る
事
案
を
見
る
と
、
社

会
の
中
で
生
活
す
る
た
め
の
基
盤
そ

の
も
の
を
失
っ
て
い
る
場
合
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
基
盤
が
な
い

た
め
に
再
び
罪
を
犯
す
と
い
う
悪
循

環
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

従
来
か
ら
、保
護
司
の
皆
様
に
は
、「
仕

事
に
就
く
こ
と
」
を
中
心
と
し
た
生
活

指
導
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

就
労
が
社
会
生
活
の
基
盤
で
あ
る
か
ら

で
す
。
地
域
に
精
通
さ
れ
て
い
る
保
護

司
個
人
の
人
脈
で
就
労
先
を
見
つ
け
て

い
た
だ
く
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

様
々
な
個
人
経
営
の
商
店
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
駅
前
商
店
街
よ
り

も
、
郊
外
型
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
へ
と
消
費
者
の
志
向
が
変
化

す
る
な
ど
、
雇
用
を
生
み
出
す
地
域

産
業
の
有
様
も
大
き
く
変
化
し
て
き

ま
し
た
。
地
域
に
根
を
張
っ
た
就
労

先
を
見
つ
け
る
こ
と
も
大
変
で
す
。

　

そ
し
て
、
就
労
を
巡
る
状
況
は
、

大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。
正

規
・
非
正
規
の
問
題
、
ニ
ー
ト
の
存

在
、
仕
事
自
体
に
対
す
る
価
値
観
の

変
容
な
ど
を
考
え
ま
す
と
、「
本
人

の
や
る
気
の
問
題
で
あ
る
」
と
、
一

言
で
片
づ
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い

こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

　

保
護
観
察
所
に
お
き
ま
し
て
も
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
公
共
機
関
や
県

就
労
支
援
事
業
者
機
構
等
の
民
間
団

体
と
具
体
的
な
就
労
支
援
事
業
を
始

め
て
い
ま
す
。

　

就
労
支
援
に
つ
い
て
、
保
護
司
個

人
と
し
て
の
取
組
か
ら
、
保
護
司
会

と
し
て
組
織
的
に
検
討
し
実
行
す
る

時
代
が
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

春日部地区保護司会（春日部市・杉戸町・宮代町）

第３号
平成26年
２月発行

杉戸町古利根川流灯まつり

昭和初期に「流燈會」として始まり
一時中断した時期もありましたが
平成２年に復活しました。
光の帯は幻想的で地上に降りた
天の川そのものです。（８月上旬）

さ
い
た
ま
保
護
観
察
所　

所
長　

幸
島
　
聡

更
生
保
護
と
就
労
支
援
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ぼ
く
は
、
と
も

だ
ち
の
ま
ほ
う
の

こ
と
ば
に
ゆ
う
気

　

今
回
、
賞
を
い

た
だ
き
と
て
も
う

れ
し
い
で
す
。
私

　

私
は
、
こ
の
す

ご
い
賞
に
選
ば
れ

て
、
と
て
も
嬉
し

　

私
は
、
誤
っ
た

道
に
進
ん
で
し

ま
っ
た
人
を
社
会

　

事
件
の
ニ
ュ
ー

ス
を
見
る
た
び
に

嫌
だ
と
思
っ
た
。

〔
ま
ほ
う
の
こ
と
ば
〕

春
日
部
市
立
正
善
小
学
校
１
年　

天
野 

耀
優
さ
ん

〔
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〕

春
日
部
市
立
正
善
小
学
校
５
年　

今
井 

千
歌
さ
ん

〔
犯
罪
を
犯
す
人
の
心
〕

春
日
部
市
立
正
善
小
学
校
６
年　

髙
橋 

夏
海
さ
ん

〔
私
が
考
え
る
明
る
い
社
会
〕

杉
戸
町
立
杉
戸
中
学
校
３
年　

大
森 

香
澄
さ
ん

春
日
部
市
立
豊
野
小
学
校
６
年　

小
林 

真
夕
さ
ん

〔
犯
罪
を
な
く
す
た
め
に
〕

　

保
護
司
は
更
生
保
護
活
動
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
７
月
か
ら
行
わ
れ
る
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
で

は
全
国
的
に
開
催
さ
れ
る
講
演
会
等
を
通
し
、
更
生
保
護
へ
の

協
力
を
呼
び
掛
け
、
地
域
社
会
で
罪
を
犯
し
た
人
も
非
行
少
年

も
い
ず
れ
は
改
善
更
生
し
て
、
社
会
に
復
帰
し
地
域
社
会
の
一

員
と
し
て
社
会
の
仲
間
入
り
を
願
う
の
で
す
。

　

非
行
や
犯
罪
が
生
ま
れ
る
の
は
地
域
社
会
で
あ
り
、
罪
を
償

い
、
更
生
を
果
た
す
場
も
ま
た
、
地
域
社
会
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
の
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
の
副
題
『
立
ち
直
り
を

支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
』
と
あ
る
の
も
地
域
の
人
達
の
協
力

を
強
く
望
ん
で
い
る
も
の
で
す
。

　

最
近
、
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
生
徒
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
学
校
と
し
て
は
大
変
で
す
。
他
の
生
徒
へ
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
で
も
、
私
が
観
て
き
た
そ
う
し
た
対
象

者
は
皆
「
学
校
へ
行
き
た
い
！
」
と
訴
え
て
き
ま
す
。
子
ど
も

達
は
学
校
が
好
き
な
ん
だ
と
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
子
ど
も
達
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
学
校
こ
そ
が
対
象
者
の
更

生
を
可
能
に
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
障
が
い
の
あ
る
生
徒
が
通
常
学
級
に
入
れ
る
学
校
も

あ
り
ま
す
。
車
椅
子
で
は
階
段
が
無
理
な
の
で
ス
ロ
ー
プ
に
改

造
し
対
処
し
て
い
ま
す
。
他
の
生
徒
も
大
い
に
協
力
を
し
、
障

が
い
の
あ
る
生
徒
を
支
え
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
同
様
に

保
護
観
察
付
き
の
生
徒
に
も
ク
ラ
ス
の
皆
が
、
温
か
い
目
で
支

え
合
う
教
室
、
学
級
、
学
校
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。

先
生
方
の
ご
苦
労
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
が
、
支
え
合
う
心
を

目
途
に
、実
現
に
近
づ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
も
の
で
す
。

　

行
政
、
学
校
、
地
域
社
会
、
関
係
機
関
が
協
力
、
知
恵
を
出

し
合
い
対
象
者
を
支
え
合
う
社
会
に
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
！
一
人
ひ
と
り
の
理
解
あ
る
ご
協
力
、
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

を
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
と
ば
は
、
人

に
自
し
ん
を
あ
た
え
る
こ
と
も
、

が
っ
か
り
さ
せ
る
力
も
も
っ
て
い
ま

す
。
人
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
こ
と
ば
の

つ
か
え
る
人
に
な
り
た
い
で
す
。

は
、
こ
の
作
文
を
通
し
て
犯
罪
や
法

律
に
つ
い
て
社
会
が
明
る
く
な
る
た

め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

い
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
犯
罪
の
少

な
い
世
の
中
に
進
ん
で
い
け
た
ら
い

い
な
と
思
い
ま
す
。

が
温
か
い
心
で
迎
え
て
あ
げ
る
重
要

性
に
気
付
き
ま
し
た
。
礼
儀
や
挨
拶

の
大
切
さ
を
身
に
つ
け
て
く
れ
た
両

親
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
が
仲
良
く
す
る
こ
と
、
み
ん

な
が
愛
情
を
持
つ
こ
と
で
犯
罪
は
な

く
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

第
63
回

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
の

入
賞
者
紹
介

さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
長
賞

埼
玉
県
更
生
保
護
女
性
連
盟
会
長
賞

埼
玉
県
保
護
司
会
連
合
会
長
賞

埼
玉
県
保
護
司
会
連
合
会
長
賞

埼
玉
県
更
生
保
護
観
察
協
会
理
事
長
賞

〝皆でつくる地域社会〟
春日部地区保護司会　会長　水 口 賢 一
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各
保
護
司
は
、
年
間
を
通
し
保
護

観
察
対
象
者
と
月
２
回
程
度
の
面
接

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
春
日
部
地
区

保
護
司
会
と
し
て
は
、
次
の
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

○
定
例
研
修
会（
４
回
）…
無
職
対
象

者
の
就
労
支
援
、
事
例
研
究
な
ど

○
視
察
研
修
会（
２
回
）…
11
月
12
～

13
日
少
年
院
―
駿
府
学
園（
静
岡
）

２
月
12
日
千
葉
刑
務
所（
千
葉
）

○
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
に
参
加

　
（
駅
頭
や
中
学
校
で
の
啓
発
、
小
・

中
学
生
の
人
権
作
文
な
ど
）

社会を明るくする運動の啓発活動

保
護
司
会
の
活
動
状
況

犯罪や非行をした人を雇用し、立ち直りを助ける

　刑務所出所者等の雇用の確保は、その再犯防止と改善更生を図る上で極めて重要であり、協力
雇用主の方には、できれば常用雇用をお願いしたいと考えています。しかし、昨今の厳しい経済
情勢の下、いきなりの常用雇用は難しいという事業主の方も多いのではないでしょうか。その場
合は、以下のメニューを御活用ください。

　ハローワークの就労支援メ
ニューです。試行的に雇用した
場合、事業主に対し最大３ヶ月
分（月額４万円以内）の奨励金が
支給される制度です。

　特定非営利活動法人全国更生保護就労支援会が実施してい
る身元保証制度です。雇用する際に身元保証人が確保できな
い場合、１年間特定非営利活動法人全国更生保護就労支援会
が身元保証をし、本人が事業主に対して業務上の損害を与え
た場合は、100万円を上限にして見舞金が支給される制度です。

　なぜ、犯罪や非行をした人に就労の支援をするの
か…不思議に思われるかもしれません。犯罪や非行
をした人を排除するばかりでは、安全・安心な社会
を実現する事はできません。これらの人たちが社会
に帰ってきたとき、その更生の決意を
支え、立ち直れるよう援助し、健全な
社会の一員とすることが必要です。職
に就き、責任のある社会生活を営むこ
とは、立ち直りに向けた大きなはじめ
の一歩になるのです。

 トライアル雇用  身元保証システム

皆様の御協力
よろしくお願いします！

「協力雇用主」を募集しています。
無職者と有職者では…

保護観察終了時の再犯率が
大きく異なっています。

（H18～H22累計）

約５倍の差！無職者
34.3％

有職者
7.4％

問い合わせ
　さいたま保護観察所　就労支援担当
　TEL 048－861－8287　FAX 048－836－1373
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犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪

を
犯
し
た
人
の
立
ち
直
り
に

は
、
社
会
全
体
で
取
り
組
ま

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
保
護
観
察
終
了
後
の

再
犯
を
防
止
す
る
に
は
、
職

に
就
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

第
３
号
で
は
３
ペ
ー
ジ
に

「
就
労
支
援
」
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
す
る
記
事

を
掲
載
し
ま
し
た
。（
町
田
）

保
護
観
察
対
象
者
と
犯
罪
内
容

　
種
別
　
　
主
な
罪
名 

　
　  

件
数

・
１
号
観
察
…
窃
盗
・
傷
害
等　
　
　

52
件

・
２
号
観
察
…
窃
盗
・
傷
害
等　
　
　

18
件

・
３
号
観
察
…
窃
盗
・
薬
物
関
係
等　

10
件

・
４
号
観
察
…
窃
盗
・
薬
物
関
係
等　

25
件

生
活
環
境
調
整

・
少
年
院
…
11
件　

・
刑
務
所
…
67
件

（
平
成
25
年
12
月
末
日
現
在
）

発
行
・
編
集

春
日
部
地
区
保
護
司
会

事
務
局

春
日
部
市
中
央
六
丁
目
二
番

地　

春
日
部
市
役
所
生
活
支

援
課
内

春
日
部
地
区
の
特
徴

　

他
地
区
に
比
べ
、
や
や
少
年
事
件

が
多
い
ほ
か
、
最
近
は
、
中
学
校
在

学
中
の
保
護
観
察
対
象
者
が
増
え
て

い
ま
す
。
犯
罪
内
容
は
、
少
年
で
は

粗
暴
事
犯（
暴
行
、
傷
害
等
）や
窃
盗

が
多
く
、
成
人
で
は
薬
物
事
犯
の
ほ

か
、
殺
人
、
強
盗
等
の
凶
悪
事
件
が

見
ら
れ
る
の
も
特
徴
で
す
。

 

編
集
後
記

保護観察に至るまでの司法手続きの流れ

保　護　観　察　所

保　護　観　察

保　護　司

保護観察付
執行猶予

非行・犯罪

１号観察 ２号観察 ３号観察 ５号観察 ４号観察

地 方 更 生 保 護 委 員 会

仮退院 仮退院仮釈放仮退院 仮退院仮釈放

（少年） （成年）

警　察

検察庁

保護観察 少年院 刑務所 婦人補導院

家庭裁判所 裁判所


